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序章 文化財保存活用地域計画の作成 

１ 計画作成の背景と目的 
 南阿蘇村には指定・ 未指定を問わず多く の文化財が存在し 、 地域の人々に大切にさ れてき まし た。 本

村は、 平成 17 年( 2005 年) に白水村・ 久木野村・ 長陽村の 3 村が合併し て誕生し まし た。 合併以前には

各村と も に村史編さ ん事業を 通じ て多く の文化財調査が行われ、 保存・ 活用を 推進し てき まし た。  

し かし 、 平成 28 年( 2016 年) 熊本地震（ 以下「 熊本地震」 と いう ） などの災害によっ て多く の文化財

が被害を 受けたこ と や少子高齢化による文化財の担い手や管理者等の減少による文化財の散逸、 消滅な

どの村の文化財が抱える問題が浮き 彫り になり まし た。 こ れまで文化財は社会教育や学校教育と いっ た

教育分野において地域学習の面で活用さ れてき まし た。  

本村の文化財は地域が営んでき た歴史を明確に示すも のであり 、 土地の習俗や慣習等のアイ デンティ

ティ 形成に成り 得るも のと し て様々な分野で活用可能です。 また、 観光や地域づく り にも 役立つ貴重な

地域資源であり 、 今後、 こ れら の文化財を 将来にわたっ て適切に保護し ていく ためには、 文化財を保存

する だけではなく 、 活用するこ と によっ て村民に文化財の価値を知っ ても ら う 必要があり ます。 こ のこ

と から 、 文化財保護法第 183 条の 3 の規定に基づく 第 1 次南阿蘇村文化財保存活用地域計画（ 以下「 地

域計画」 と いう 。） を 作成し まし た。  

地域計画を作成するこ と で、 本村に所在する文化財の現状を把握し 課題を分析する と と も に、 官民一

体と なり 適切な文化財の保存と 活用に取り 組んでいき ます。  

 

２ 計画期間 

 地域計画の運用期間は 9 年間（ 令和 7 年度( 2025 年度) ～令和 15 年度( 2033 年度) ） と し 、 前期（ 令和 7

年度( 2025 年度) ～令和 11 年度( 2029 年度) ）・ 後期（ 令和 12 年度( 2030 年度) ～令和 15 年度( 2033 年) ） の

区分を設定し ます。 そし て、 村の最上位計画である南阿蘇村総合計画と の整合性や、 社会的な要因、 財政

状況、 計画の進捗等を 鑑み必要に応じ て適宜見直し を 行います。  

 その際、 計画期間の変更や、 本村の区域内に存する文化財の保存に影響を 及ぼすおそれのある変更、

地域計画の実施に支障が生じ るおそれのある変更が発生し た場合は、 文化庁長官による変更の認定を 受

けます。  

 なお、 上記以外の軽微な変更を 行っ た場合は、 変更内容について熊本県及び文化庁へ情報提供を行い

ます。  
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３ 計画作成体制 

（１）実施体制【R7 年 3月現在】 

 地域計画の作成にあたっ ては、 南阿蘇村教育委員会社会教育係が事務局と なり 、 令和 5 年度( 2023 年

度) から 南阿蘇村文化財保存活用地域計画協議会（ 以下「 協議会」 と いう 。） を 組織し 、 意見聴取を 行い

まし た。 また、 庁内検討部会で審議を 行い、 南阿蘇村文化財保護委員会から 意見を 聴き まし た。  
 

表 0-1 南阿蘇村文化財保存活用地域計画協議会 

区分 氏名 所属 年度 備考 
学識経験者 田中 尚人 熊本大学大学院先端科学研究部 准教授 R5~R6  

竹原 明理 熊本博物館 学芸員 R5~R6  
南阿蘇村行政 今村 了介 南阿蘇村教育長 R5~R6  

文化財保護団体等 

笠野 次雄 南阿蘇村文化財保護委員会 委員長 
R5~R6 熊本県文化財保護指導委員 

(R5 年度まで) 

丸野 健一郎 
みなみあそ観光局 代表理事 
南阿蘇村商工会 会長 

R5~R6 
 

今村 孝明 南阿蘇村文化協会 会長 R5~R6  
宮田 義久 南阿蘇村区長会 会長 R5~R6  

飛瀬 孝治 長野岩戸神楽保存会 会長 R5~R6 
県指定・国選択文化財保存

団体 
山村 匡亮 宗教法人正教寺 住職 R5~R6 村指定有形文化財所有者 

熊本県教育委員会 能登原 孝道 熊本県教育庁教育総務局文化課 参事 R5 学芸員 

木庭 真由子 熊本県教育庁教育総務局文化課 参事 R6 学芸員 
熊本県 花田 杜綺 熊本県企画振興部文化企画・世界遺産推

進課 主事 
R5 

学芸員 

川路 祥隆 熊本県企画振興部文化企画・世界遺産推

進課 主任主事 
熊本県企画振興部阿蘇草原再生・世界遺

産推進課 主任主事 

R6 

学芸員 

事務局 福本 道昭 南阿蘇村教育委員会事務局 事務局長 R5  
古澤 太介 南阿蘇村教育委員会事務局 次長 

南阿蘇村教育委員会事務局 事務局長 
R5 
R6 

 

渡邉 清太 南阿蘇村教育委員会事務局 次長 R6  

竹永 昂平 南阿蘇村教育委員会事務局 主事 R5~R6 学芸員 
出田 静香 南阿蘇村役場 政策企画課 主事 R5  
武内 裕登 南阿蘇村役場 産業観光課 主事 

南阿蘇村役場 企画観光課 主事 
R5 
R6 

 

古賀 遼也 サーベイリサーチセンター南九州事務所 R5~R6  
古賀 麗澄 サーベイリサーチセンター南九州事務所 R5  
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表 0-2 南阿蘇村文化財保存活用地域計画庁内検討部会 

課名等 氏名 年度 係る事務 

南阿蘇村 教育長 今村 了介 R5～R6  

教育・ 文化財に関するこ と  
南阿蘇村教育委員会事務局 事務局長 

福本 道昭 R5 

古澤 太介 R6 

南阿蘇村 総務課 課長 藤本 哲章 R5～R6 首長部局代表・ 防災教育に関するこ と  

南阿蘇村 政策企画課 課長 野口 幸広 R5 村づく り ・ 震災遺構に関するこ と  

南阿蘇村 産業観光課 課長 今村 洋一 R5 観光・ 商業に関するこ と  

南阿蘇村 企画観光課 課長 野口 幸広 R6 
村づく り ・ 震災遺構に関するこ と  

観光・ 商業に関するこ と  

南阿蘇村 水・ 環境課 課長 今村 隆博 R5～R6 景観に関するこ と  

南阿蘇村 農政課 課長 
下田 朱美 R5 

草原教育に関するこ と  
今村 洋一 R6 

 
表 0-3 南阿蘇村文化財保護委員会 

区分 氏名 年度 備考 

学識経験者 
郷土史 

（ 白水地区）  
笠野 次雄 R5～R6 

委員長 

熊本県文化財保護指導委員（ R5 年度まで）  

学識経験者 
郷土史 

（ 久木野地区）  
藤崎 英廣 R5～R6 副委員長 

学識経験者 
郷土史・ 宗教史 

（ 久木野地区）  
菊池 顕正 R5～R6 

元久木野村文化財保護委員会委員 

浄土真宗大谷派 前住職 

学識経験者 
郷土史 

（ 長陽地区）  
児玉 みどり  R6 元南阿蘇村教育委員会事務局長 

 
（２）作成の経過 

 地域計画作成にあたり 、 令和 3 年度( 2021 年度) より 事前の把握調査を 行い南阿蘇村の文化財の確認作

業を 令和 5 年度( 2023 年度) にかけて実施し まし た。 また、 文化財に関するアンケート 調査を 区長・ 村民

を 対象と し て実施し まし た。  

こ れら の情報を踏まえて、 協議会、 庁内検討部会で計画案を作成し 、 文化財保護委員会の意見を 聴取

し 、 令和 6 年( 2024 年) 12 月 2 日から 12 月 13 日までパブリ ッ ク コ メ ント を実施し 、 文化庁から の指

導・ 助言及び熊本県から の助言を 受けて作成し まし た。  

計画作成のために開催し た会議等のスケジュ ールと 概要を 以下に示し ます。  
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表 0-4 文化財保存活用地域計画作成スケジュール 

会議等 項目 概要 

令
和
5
年
度(

2
023

年
度) 

7 月 24 日 第 1 回協議会 

・「 文化財保存活用地域計画」 について 

・ 今後のスケジュ ールについて 

・ 南阿蘇村の概要 

・ 南阿蘇村教育委員会実施の調査について 

・ アンケート の実施について 

9 月 6 日～10 月 4 日 区長アンケート  ・ 区長( 計 37 人) に対する文化財についてのアンケート 調

査 

10 月 1 日～10 月 17 日 広報情報提供調査 ・ 村内の個人住宅等にある文化財についての調査 

10 月中旬～10 月 31 日 村民アンケート  ・ 村民( 計 1, 400 人) に対する文化財についてのアンケー

ト 調査 

10 月 10 日 第 1 回庁内検討部会 ・「 文化財保存活用地域計画」 について 

・ 今後のスケジュ ールについて 

・ 南阿蘇村の概要 

・ 南阿蘇村教育委員会実施の調査について 

・ アンケート の実施について 

10 月 10 日 文化財保護委員会 

10 月 31 日 文化庁協議( オンラ イ ン)  

11 月 13 日 第 2 回協議会 

・ 第 1 回協議会資料の修正及び質問事項への回答 

・ アンケート 結果について（ 速報）  

・ 地域計画の課題と 関連文化財群の素案例について 

12 月 12 日 文化財保護委員会 

・ 第 1 回協議会資料の修正及び質問事項への回答 

・ アンケート 結果について（ 速報）  

・ 地域計画の課題と 関連文化財群の素案例について 

1 月 23 日 文化庁協議 
・ 骨子案の確認について 

・ 南阿蘇村の歴史文化の特徴について 

2 月 8 日 第 3 回協議会 

・ 南阿蘇村文化財保存活用地域計画骨子案及び内容説明 

・ 南阿蘇村の歴史文化の特徴について 

・ 南阿蘇村における保存・ 活用に関する課題について 

令
和
6
年
度(

2
0
24

年
度) 

5 月 8 日～5 月 9 日 文化庁協議 ・ 文化庁現地指導（ 骨子案の確認及び現地視察）  

6 月 17 日 第 2 回庁内検討部会 ・ 南阿蘇村の課題解決にむけた措置表作成の協議 

6 月 26 日 第 4 回協議会 
・ 骨子案への追記事項内容説明について 

・ 方針・ 措置及び体制について 

7 月 12 日 文化財保護委員会 
・ 骨子案への追記事項内容説明について 

・ 方針・ 措置及び体制について 

9 月 4 日 文化庁協議( オンラ イ ン)  ・ 骨子案の確認、 助言 

9 月 26 日 文化庁協議( オンラ イ ン)  ・ 骨子案の確認、 助言 

10 月 7 日 第 5 回協議会 
・ 事業案の提示について 

・ パブリ ッ ク コ メ ント について 

11 月 7 日 第 3 回庁内検討部会 
・ 南阿蘇村における文化財の保存・ 活用に関する措置の

確認について 

11 月 12 日 文化財保護委員会 
・ 素案の提示について 

・ パブリ ッ ク コ メ ント について 

12 月 2 日～12 月 13 日 パブリ ッ ク コ メ ント  ・ ホームページ及び窓口で実施 

1 月 27 日 第 6 回協議会 

・ パブリ ッ ク コ メ ント の結果及び反映について 

・ 第１ 次南阿蘇村文化財保存活用地域計画（ 案） の最終

確認について 

2 月 3 日 文化財保護委員会 
・ 第 1 次南阿蘇村文化財保存活用地域計画の承認につい

て 
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４ 地域計画の位置付け 

（１）上位・関連計画の位置付け 

 地域計画は文化財保護法第 183 条の 3 の規定を根拠と し 、 令和 2 年度( 2020 年度) に策定さ れた『 熊本

県文化財保存活用大綱』 を 勘案し 、 令和 4 年度( 2022 年度) に策定し た南阿蘇村の最上位計画である『 第

2 次南阿蘇村総合計画（ 後期）』 や『 第 3 次南阿蘇村教育大綱』 などの各計画と 整合性を 図り ながら 作成

し 、 運用し ます。  

 
図 0-1  上位計画及び関係計画との関係 

 
（２）上位計画の概要 

１ ） 第 2 次南阿蘇村総合計画（ 後期）  令和 4 年度( 2022 年度) ～令和 7 年度( 2025 年度)  

 総合計画は、 南阿蘇村における最上位計画であると と も に、 本村の基本構想を示すも のであり 、 後期

計画については前期計画の検証、 見直し を 行っ た上で政策と 施策を 策定し たも のです。  

村では政策の大き な柱と し て「 環境」・「 活力」・「 暮ら し 」 を掲げており 、 30 の施策を明記し ていま

す。 文化財行政については「 活力」 の施策 15 に方針を 示し ており 、「 文化財が適切に保存さ れるこ

と 」、「 地域の文化財に興味を 持つ人が増えるこ と 」、「 文化財が地域資源と し て活用さ れるこ と 」 が将来

の姿と し て挙げら れると と も に、 地域計画の作成によっ て村と 地域で協力し て文化財を 守る体制を推進

し ます。  
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２ ） 第 3 次南阿蘇村教育大綱 令和 7 年度( 2025 年度) ～令和 11 年度( 2029 年度)  

 教育大綱は、「 地方教育行政の組織及び運営に関する法律」 により 地方公共団体が定めるこ と が義務

づけら れています。 本大綱は国の「 第 4 期教育振興基本計画」 及び「 第 2 次南阿蘇村総合計画」 を 踏ま

えて定めら れており 大き く 7 つの基本方針を定めています。 その 5 つ目の方針と し て「 地域文化の振

興」 があり 、 ふるさ と の歴史など地域文化を 後世に残し ていく ために不可欠な担い手を 育成する と と も

に、 優れた文化に直接触れるこ と ができ る機会の創出に取り 組みます。 また「 南阿蘇村文化財保存計

画」 に則り 調査や保存・ 活用等の事業を推進し ます。  

 
（３）関係計画の概要 

１ ） 南阿蘇村地域防災計画 平成 17 年度( 2005 年度) ～（ 毎年修正）  

こ の計画は、「 災害対策基本法」 第 42 条の規定に基づき 、 南阿蘇村防災会議が作成する計画であり 、

村の地域に係る災害予防対策、 災害応急対策、 災害復旧を 実施するこ と により 、 村域内における土地の

保全と 住民の生命、 身体及び財産を保護するこ と を 目的と し ています。 また、 災害における文化財の被

害報告については、 その対象を 文化財保護法第 2 条に定める文化財のう ち、 有形文化財、 民俗文化財、

記念物及び伝統的建造物群と し ており 、 復旧については、 必要に応じ 国庫補助事業及び県補助事業と し

て、 国、 村、 関係機関及び被災文化財の所有者等と 連携し て行う と し ています。  

 

２ ） 南阿蘇村景観計画 平成 26 年度( 2014 年度) ～ 

 こ の計画は、「 景観法」 第 8 条の規定に基づき 、「 南阿蘇村総合計画」 の基本政策の実現に向け展開す

る施策です。 本計画は「 阿蘇の文化的景観」 を 生かすために阿蘇地域 7 市町村で策定し た「 阿蘇地域づ

く り ビジョ ン」 と 連携し 、 住みよい魅力ある郷土の実現に資するこ と を 目的と し ます。 本計画では歴史

文化資源の後継者不足を課題の一つと し ており 、 自然や歴史に関連する景観を 生かし た取組を展開し て

いく こ と で、 各地域の魅力資源やその周辺を演出し ます。  

 

３ ） 南阿蘇村公共施設等総合管理計画 平成 29 年度( 2017 年度) ～令和 8 年度( 2026 年度)  

南阿蘇村が所有する公共施設を建設系公共施設、 イ ンフ ラ 系公共施設の 2 つに分類し 、 整理を行い、

更に細分化し て、 現状と 課題を 把握し 、 目標と 施設等の維持管理方針の検討を し ています。 建設系公共

施設と し て、 社会教育系施設の「 阿蘇白水郷美術館」 と 「 長陽郷土資料館」 があり 、 施設の利用状況や

地域の実状等を考慮し 、 施設の適正化や改修・ 建替えを行う 必要があると し ています。 なお、 阿蘇白水

郷美術館は令和 4 年度( 2022 年度) に売却し まし た。  

 

４ ） 第 2 期まち・ ひと ・ し ごと 創生総合戦略 令和 2 年度( 2020 年度) ～令和 6 年度( 2024 年度)  

南阿蘇村における人口の現状と 将来の展望を策定し 、 今後 5 か年の目標や施策の基本的方向、 具体的

な施策を まと めたも のであり 、 大き く 4 つの基本目標を 設定し ています。 基本目標 2 の施策①「 観光客

誘客のための環境整備の推進」 において、 歴史や文化を 活用し 村の魅力を国内外に PRを行います。 ま

た、 施策②「 観光資源の発掘と 活用の支援」 では、 豊かな景観や伝統文化を 生かし て観光地づく り を 行

います。  
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５ ） 南阿蘇村復興むら づく り 計画【 改訂版】  令和 2 年度( 2020 年度) ～令和 7 年度( 2025 年度)  

 熊本地震や豪雨災害により 甚大な被害を 受けた村民生活の早期再建のため、 地域社会的機能や社会経

済活動、 イ ンフ ラ やラ イ フ ラ イ ン、 生業等の迅速な復旧・ 復興を目指し 、 更なる発展につなげる ために

策定し た指針です。 復旧期（ 平成 28 年度( 2016 年) ～平成 30 年度( 2018 年度) ） ～再生期（ 令和元年度

( 2019 年度) ～令和 3 年度( 2021 年度) ） においては神社等（ 地域コ ミ ュ ニティ 施設） の文化財が復旧さ

れまし た。 また、 震災遺構の中には村指定文化財の床瀬川橋（ 銭瓶橋） が含まれており 、 併せて保存・

活用が行われています。  

 

６ ） 南阿蘇村国土強靭化地域計画 令和 2 年度( 2020 年度) ～令和 7 年度( 2025 年度)  

 こ の計画は「 国土強靭化基本法」 第 13 条の規定に基づき 、 平成 24 年度( 2012 年度) に発生し た熊本県

広域大水害や平成 28 年度( 2016 年度) の熊本地震、 その他地域特性を 踏まえて「 南阿蘇村総合計画」 や

「 復興むら づく り 計画」 を 勘案し て策定し ています。 今後起こ り 得る大規模災害に対し 、 ハード ・ ソ フ

ト 対策を 含めた総合的な防災体制を整備し 、 県境を 越える 大規模災害時の広域防災拠点と し ての基盤

や、 機能の充実・ 強化を促進するこ と で、 災害に強く 、 安全安心に生活でき る地域づく り を 目指し ま

す。  

 

７ ） 南阿蘇村農村環境計画 令和 3 年度( 2021 年度) ～ 

こ の計画は平成 13 年度( 2001 年度) の「 土地改良法」 の改正により 、 農業農村整備事業において「 環

境と の調和に配慮」 し た事業の実施が求めら れるよう になり 、 南阿蘇村の農村地域における環境の現状

を 把握し 、 環境保全に対する将来像や基本方針、 施策の方向性等を 定めていく 必要性から 策定し まし

た。 農村環境計画における整備計画では、 基本方針と し て特に長陽地域において「 歴史・ 文化資源の保

全・ 継承」 を あげており 、 地域活動と 連携し て保全・ 継承を行います。  

 

８ ） 南阿蘇過疎地域持続的発展計画書 令和 3 年度( 2021 年度) ～令和 7 年度( 2025 年度)  

南阿蘇村では熊本地震の影響による人口の流出、 移住や定住の希望者に対し て具体的な支援計画や展

望が不足し ており 支援体制の整備が必要と なり まし た。 各種施策の連携・ 支援により 、 安心し て住み続

けら れる地域の持続的発展に向けた取り 組みを 進めていき ます。 なお、 地域文化の振興に対し ては、 神

楽等の伝統文化や阿蘇の文化的景観と いっ た文化財があり 、 今後保存活用し ていく ためにも 、 文化財保

存活用計画を 策定するこ と を 明記し ています。  

 

（４）個々の文化財の保存活用計画 

１ ）  阿蘇の文化的景観保存計画【 南阿蘇村版】  平成 29 年( 2019 年) 1 月～ 

 こ の計画は阿蘇郡市 7 市町村を 対象と し た、 カ ルデラ 火山を 中心と し た草原活用による循環型農業を

はじ めと する「 阿蘇ら し いく ら し 」 を 構成する、 本質的価値を 持っ た「 重要な構成要素」 を 国の重要文

化的景観と し て守るために作成し た計画です。  

こ の計画では、 南阿蘇村の文化的景観を 保存管理するために必要な行為等を 整理し 、 記載すると と も

に、 地域固有の特性を 尊重し ながら 、 景観づく り ・ 地域づく り をするこ と を 目指し ます。  
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（５）熊本県文化財保存活用大綱 令和 2 年度(2020 年度) 

熊本県文化財保存活用大綱は、 熊本県における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策を 定めた

も のです。 大綱作成時には「 みんなでつく る大綱にする」 と いう 標語のも と 、 県内を 6 地域に分け市町

村担当者と の意見交換が行われまし た。 基本方針と し て「 文化財を まも る」、「 文化財を 活かす」、「 文化

財を 伝える」、「 人・ 組織を 育てる」 と いう 4 点を掲げており 、 県が取り 組む措置と 県から 市町村への支

援について明記さ れています。  

 
５ 南阿蘇村における文化財の定義 

（１）地域計画における文化財の定義 

 地域計画では、 文化財保護法第 2 条で定義する文化財（ 有形文化財、 無形文化財、 民俗文化財、 記念

物、 文化的景観、 伝統的建造物群の 6 類型） に加え、 埋蔵文化財、 文化財の保存技術のほか、 こ れまで

文化財と し て認識さ れづら かっ た伝承、 方言、 地名等についても 含め広く 捉えて、「 文化財」 と 定義し

ます。  

 
図 0-2 地域計画における文化財の定義 
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（２）地域区分について 

 地域計画では、 地域の歴史や地域による 文化財の特性等を鑑み、 旧村を範囲と する地区単位（ 長陽、

白水、 久木野） で文化財を 整理し ます。  

 

 
地区（ 旧村）  行政区 

白水地区 両併一区、 両併二区、 両併三区、 白川区、 吉田一区、 吉田二区、 吉田三区 

一関一区、 一関二区、 中松一区、 中松二区、 中松三区 

久木野地区 第 1 駐在区、 第 2 駐在区、 第 3 駐在区、 第 4 駐在区、 第 5 駐在区、 第 6 駐在区 

第 7 駐在区、 第 8 駐在区、 第 9 駐在区 

長陽地区 東下田区、 下田区、 加勢区、 川後田区、 喜多区、 栃木区、 袴野区、 沢津野区 

黒川区、 長野区、 乙ヶ 瀬区、 下野区、 立野区、 新所区、 赤瀬区、 立野駅区 

図 0-3 地域計画における地域区分 

  


